
　

大
手
電
話
会
社
を
名
乗
る
業

者
よ
り
、
光
回
線
を
登
録
変
更

し
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
と
セ
ッ
ト
に

す
る
と
料
金
が
安
く
な
る
と
の

電
話
が
あ
っ
た
。
現
在
利
用
し

て
い
る
業
者
の
プ
ラ
ン
変
更
と

思
い
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
手
続

き
を
行
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
昨
日
届
い
た
契
約

確
認
書
面
を
見
て
、
全
く
知
ら

な
い
業
者
と
契
約
し
て
い
る
こ

と
に
気
付
い
た
。
契
約
を
元
に

戻
し
た
い
。（
70
歳
代
・
男
性
）

　

平
成
27
年
２
月
よ
り
Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日
本
な
ど
が
光
回
線
サ
ー
ビ

ス
を
事
業
者
向
け
に
卸
売
り
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

を
受
け
て
、
各
事
業
者
は
プ
ロ

バ
イ
ダ
な
ど
の
自
社
サ
ー
ビ
ス

と
セ
ッ
ト
に
し
た
販
売
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
光
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
び
、
こ
の
事

例
も
そ
の
一
つ
で
す
。
ト
ラ
ブ

ル
が
多
い
た
め
、
以
下
の
点
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
と
誤
解
さ
せ

　
る
勧
誘
を
行
う
業
者
が
あ
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
変
更
・
転
用
を

依
頼
す
る
こ
と
は
な
い
。

▽�

契
約
先
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
は
別
の

各
業
者
に
変
更
と
な
る
。

▽�

今
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
業
者
へ
の

解
約
料
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
る
。

▽�

変
更
後
の
契
約
を
解
約
し
て

元
の
サ
ー
ビ
ス
に
戻
す
場
合

も
、
解
約
料
を
請
求
さ
れ
た

り
、
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▽�

一
度
の
電
話
で
す
ぐ
に
承
諾

せ
ず
、
必
要
で
な
い
場
合
は
、

き
っ
ぱ
り
と
断
る
。

▽�

現
在
の
契
約
内
容
を
よ
く
確

認
し
た
上
で
、
契
約
前
に
事

業
者
名
、
月
額
料
金
、
オ
プ

シ
ョ
ン
内
容
、
解
約
料
な
ど

　
を
正
確
に
理
解
し
て
契
約
す
る
。

　

昨
年
５
月
よ
り
ク
ー
リ
ン
グ

・
オ
フ
に
類
似
し
た
「
初
期
契

約
解
除
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
、
工

事
費
、
事
務
手
数
料
の
負
担
は

あ
り
ま
す
が
、
解
約
料
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

　

疑
問
を
感
じ
た
り
、
ト
ラ
ブ

ル
が
あ
っ
た
際
は
、
速
や
か
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容

ア
ド
バ
イ
ス

ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

　

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
生

活
に
困
っ
て
い
る
人
や
高
齢
者

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
抱

え
て
い
る
人
の
相
談
に
乗
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
障

害
者
や
高
齢
者
な
ど
が
必
要
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
地
域
住
民
と
行
政
機
関

を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
も
務
め
て
い

ま
す
。

協
力
員
が
配
置
さ
れ
る
場
合

　

協
力
員
は
、
配
置
を
希
望
す

る
民
生
委
員
児
童
委
員
が
候
補

者
を
選
び
、
市
長
が
委
嘱
し
ま
す
。

　

民
生
委
員
児
童
委
員
１
人
に

つ
き
１
人
配
置
す
る
こ
と
が
で

き
、
民
生
委
員
児
童
委
員
の
担

当
地
区
内
の
活
動
に
つ
い
て
補

佐
・
協
力
を
行
い
ま
す
。

協
力
員
の
具
体
的
な
活
動
例

▽�

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障

害
者
の
安
否
確
認
な
ど
の
見

守
り
訪
問
の
代
行
や
、
訪
問

世
帯
の
分
担
な
ど

▽�

地
域
の
福
祉
活
動
へ
の
参
加

　

・
協
力

　

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

非
常
勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員

で
す
が
、
協
力
員
は
あ
く
ま
で

も
自
発
的
に
協
力
を
行
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
市
長
が
委
嘱

し
ま
す
。

　

協
力
員
が
活
動
に
よ
り
知
り

得
た
個
人
情
報
は
、
民
生
委
員

児
童
委
員
の
場
合
と
同
様
に
守

秘
義
務
が
あ
る
た
め
、
他
の
人

に
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
の

補
佐
・
協
力
を
す
る

民
生
委
員
児
童
委
員
協
力
員
を

配
置
す
る
制
度
を
導
入
し
ま
し
た
。

問い合わせ先　長寿支援課
　（☎４０-０２２２）

民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
の
パ
ー
ト
ナ
ー

民
生
委
員
児
童
委
員

協
力
員
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

消
費
生
活
情
報

～
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
り
～

府中市消費生活センター
（☎４３-７１０６）
※市役所南棟にあります。

相談日　　　　　　　　　
　毎週月・火・木・金曜日
　10時～12時、13時～16時
※祝日・年末年始は除く。

相談日

　８月９日（水）13時～16時
※８月４日（金）16時までに、
消費生活センターに電話で
予約してください。

上下町民会館で            
消費生活出張相談
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